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自動車税（種別割）納付のお知らせ
　5 月は自動車税の納付の月です。 5 月にお手元に届く自動車税 ( 種別割 ) の納税通知書で納
期限の 6 月 2 日までに納付してください。 減免制度（心身障がい者減免等）やその他、不明
な点はお気軽にお問い合わせください。
■問合せ　栃木県大田原県税事務所　収税課　☎0287-23-4171

　
軽
自
動
車
税
の
口
座
振
替
日
は
納
期

限
の
6
月
2
日
で
す
が
、
車
検
用
納
税

証
明
書
が
交
付
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま

で
1
週
間
程
度
の
期
間
を
い
た
だ
く
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　
振
替
日
か
ら
1
週
間
以
内
に
納
税
証

明
書
が
必
要
な
方
に
つ
い
て
は
、
次
の

書
類
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
う
え

で
発
行
し
ま
す
。

・
引
き
落
と
し
口
座
の
通
帳
原
本　

・
該
当
車
両
の
車
検
証

※
通
帳
は
原
本
の
み
の
確
認
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

※
三
輪
・
四
輪
の
軽
自
動
車
に
加
え
二

輪
に
つ
い
て
も
車
検
時
の
納
税
証
明
書

の
添
付
が
原
則
不
要
と
な
り
ま
す
。
そ

の
た
め
二
輪
の
納
税
証
明
書
も
今
年
度

か
ら
送
付
し
ま
せ
ん
。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
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▼
対
象
と
な
る
車

・
障
が
い
の
あ
る
方
が
所
有
し
運
転
す

る
車

・
障
が
い
の
あ
る
方
と
生
計
を
共
に
し

て
い
る
人
が
所
有
す
る
車　
な
ど

軽
自
動
車
税(

種
別
割)

を

口
座
振
替
で
納
め
て
い
る
方
へ

お
知
ら
せ

令
和
７
年
度
軽
自
動
車

税
種
別
割
の
減
免
申
請
に

つ
い
て

※
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
車
は
、

障
が
い
の
あ
る
方
１
人
に
つ
き
１
台
で

す
。
普
通
自
動
車
な
ど
の
自
動
車
税
と

の
重
複
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
そ
の
他
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合

に
、
申
請
に
よ
り
、
軽
自
動
車
税
が
減

免
さ
れ
ま
す
。

▼
持
ち
物

・
身
体
障
害
者
手
帳

・
療
育
手
帳
（
A
1
、
A
2
の
み
）

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
（
1
級

の
み
）

・
戦
傷
病
者
手
帳

・
車
検
証

・
運
転
免
許
証
（
対
象
車
両
を
運
転
す

る
人
の
も
の
）

・
納
税
通
知
書

▼
申
請
期
限　
5
月
26
日
㈪
ま
で

▼
納
税
通
知
書
の
発
付
日

　
今
年
度
の
軽
自
動
車
税
種
別
割
納
税

通
知
書
の
発
付
日
は
5
月
9
日
で
す
。

納
税
通
知
書
が
届
い
て
か
ら
申
請
を
お

願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
せ　
税
務
課
庶
務
諸
税
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令
和
７
年
度
所
得
証
明
書

(

令
和
６
年
分)

と
住
民
税

決
定
証
明
書
を
交
付
し
ま
す

　
令
和
7
年
度
所
得
証
明
書
（
令
和
6
年

分
）
と
令
和
7
年
度
住
民
税
決
定
証
明
書

の
役
場
本
庁
税
務
課
と
各
支
所
窓
口
で
の

交
付
開
始
日
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
住
民
税
を
給
料
か
ら
特
別
徴
収
で
納

め
て
い
る
方
　

　
５
月
15
日
㈭

▼
住
民
税
を
普
通
徴
収
ま
た
は
年
金
か

ら
特
別
徴
収
で
納
め
て
い
る
方

　
６
月
12
日
㈭

※
な
お
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

の
所
得
証
明
書
、
住
民
税
決
定
証
明
書

の
交
付
開
始
日
時
は
、
役
場
本
庁
税
務

課
窓
口
交
付
日
の
翌
日
午
前
6
時
30
分

で
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
所
得
証
明
書
、
住
民
税
決
定
証
明
書

の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の
申
請

に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
必
要

で
す
。

▼
問
合
せ　
税
務
課
庶
務
諸
税
係

　
☎
72
‐
6
9
3
6

※自主財源の確保と地元企業のイメージアップや地域経済の活性化を図るため、有料広告を掲載しています。

広告


